
      

 

              

 

移住後（転入後）３か月以上１年以内  

【副代表】  

 函館商工会議所  

かつ交付決定後１年以内  

移住後（転入後）３か月以上１年以内  

【副代表】  

 函館商工会議所  就業の場合  

テレワークの場合  

移住（函館市に転入）  

かつ就業後３か月以上  

起業の場合  

関 係 人 口

の場合  

移住（函館市に転入）  

移住（函館市に転入）  

就職  

マッチンサイトに  

対象求人が掲載  

 

 

対象求人に応募  

プロフェッショナル人材事業または  

先導的人材マッチング事業を利用  

 

 

地域課題解決型  

起業支援事業費  

補助金の募集  

 

 

 

応募  

交付  

決定  

就業の場合  

移住（函館市に転入）  

市でマッチ

ングし就職  

函 館 し ご と ネ ッ ト

に対象求人が掲載  

 

 

対象求人

に応募  

応募  

起業の場合  

移住（函館市に転入）  

個 人 事 業 の 開 業

ま た は 法 人 等 を

設立  

 

 

法人登記または

個人事業の開業

届出  

雇 用 保 険 被

保 険 者 １ 名

雇用。届出。 

交 

付 

申 

請 

審 
 

 

査 
移
住
支
援
金
支
給
（
審
査
の
結
果
，
支
給
が
決
定
し
た
場
合
） 

移住後（転入後）３か月以上１年以内  

【副代表】  

 函館商工会議所  

予
備
登
録
申
請
（
左
記
要
件
を
満
た
す
ま
た
は
満
た
す
予
定
の
場
合
）
転
入
後
１
か
月
以
内 

移住後（転入後）３か月以上１年以内  

【副代表】  

 函館商工会議所  

移住後（転入後）３か月以上１年以内  

【副代表】  

 函館商工会議所  
かつ就業後３か月以上  


